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秋田大学医学部

創立50周年記念事業
ご支援のお願い

秋 田 大 学 医 学 部
創立50周年記念会
令和６年７月

検 索秋田大学医学部創立50周年 https://www.med.akita-u.ac.jp/50th/

◎振込による寄附
　別紙の「寄附金払込（振込）用紙」をご利用の上、郵便振替または銀行振込により、下記の口座へお払込（振込）
お願いします。下記の金融機関からのお払込（振込）手数料は記念会で負担しますので不要です。
　郵便振替の場合　加 入 口 座 名　秋田大学医学部創立50周年記念会
　　　　　　　　　口座記号番号　02230-3-144455
　銀行振込の場合　加 入 口 座 名　秋田大学医学部創立50周年記念会
　　　　　　　　　銀行・口座番号　秋田銀行　137-1089601
　　　　　　　　　　　　　　　　　北都銀行　126-8159480
　上記以外の金融機関からのお払込（振込）の場合は、お払込（振込）手数料がかかります。
◎インターネットによる寄附　※詳細は右記QRコードをご確認ください。
●各種クレジット・コンビニ決済（導入予定）・Pay-easyに対応しています。
●秋田大学医学部インターネット寄附サイトは、株式会社エフレジが提供する「F-REGI寄付支払い」を利用しています。

　医学部創立50周年記念会事務局では、この寄附金の募集に関する書類に記入していただきます個人情報（氏
名・住所・電話番号・金額等）につきましては、関連する法令を遵守し、厳重な管理のもと、下記利用目的の
範囲を越えての取り扱いはいたしません。また、第三者に開示することもありません。
〈利用目的〉１．領収書及びお礼状の送付

２．医学部創立50周年記念事業に関連する諸行事のご案内、記念誌等の送付

寄附金の払込（振込）方法

秋田大学医学部 創立50周年記念会事務局
〒010-8543 秋田県秋田市本道一丁目1番1号
TEL 018-884-6006　FAX 018-834-8619　E-mail aniv50@jimu.akita-u.ac.jp

お問い
合わせ先

この13年の歩み（2011～2023）
2011 平成23年４月 リール第２大学医学部と学術友好交流協定締結
2012 平成24年１月 秋田大学医学部附属病院シミュレーション教育センター竣工
　　　　　　 10月 地域がん包括医療学講座を設置
2013 平成25年４月 医科学情報学・国際交流学講座を医学教育学講座に名

称変更
 医師総合支援センター増設
 腎疾患先端医療センター増設
　　　　　　 ７月 医療情報学講座を設置
2014 平成26年４月 秋田県からの寄附を受け、循環型医療教育システム学

講座（寄附講座）を設置
　　　　　　 ５月 附属病院ヘリポート及び立体駐車場運用開始
　　　　　　 ６月 蘭州大学附属第一病院と学術交流に関する覚書締結
　　　　　　 10月 卒後臨床研修センター、医師キャリア形成支援セン

ター、医師総合支援センターを改組し、総合臨床教育
研修センターを設置

2015 平成27年３月 医学科学生定員129名に増員
　　　　　　 ４月 附属病院再開発整備事業完了
 医学系研究科に教育研究カウンシル及び運営カウンシルを設置
 治験管理センターを改組し、臨床研究支援センターを設置
2016 平成28年３月 シンガポール国立大学看護部と部局間交流協定締結
　　　　　　 ８月 ハワイ大学と交流覚書締結
2017 平成29年３月 本道40周年記念会館竣工
　　　　　　 ４月 第一種感染病棟竣工
　　　　　　 ８月 MDアンダーソンがんセンターと交流覚書締結
2018 平成30年１月 呼吸器内科学講座を設置

　　　　　　 ５月 脳卒中包括医療センターを増設
2019 平成31年４月 秋田県からの寄附を受け、地域循環・若手医師・女性

医師支援学講座（寄附講座）を設置
 シンガポール国立大学看護部と学生交換協定締結
 チェンマイ大学医療技術学部と学生交換協定締結
　　 令和元年５月 スラナリー工科大学看護学部と部局間交流協定締結
2020 令和２年１月 高齢者臨床検査科を設置
　　　　　　 ２月 認知症医療センターを増設
　　　　　　 ４月 基礎看護学講座、臨床看護学講座、母子看護学講座及び

地域生活支援看護学講座を統合し、看護学講座に改組
 地域医療患者支援センター・がん相談支援センターと

入退院支援センターが統合
　　　　　　 ７月 内分泌・代謝・老年内科学講座を代謝・内分泌内科学

講座へ名称変更
　　　　　　 12月 総合診療医センターを設置
2021 令和３年４月 がんゲノム診療センターを設置
 救急部を高度救命救急センターに名称変更
　　　　　　 12月 薬物動態学講座を設置
2022 令和４年４月 男鹿なまはげ地域医療・総合診療連携講座（寄附講座）を設置
 不整脈先進治療学講座（寄附講座）を設置
　　　　　　 12月 先進デジタル医学・医療教育学講座を設置
 医学系研究科附属デジタル医学・医療教育推進センターを設置
 神経内科を脳神経内科へ名称変更
2023 令和５年３月 全学センターとして感染統括制御・疫学・分子病態研

究センターを設置
　　　　　　 ４月 医学系研究科附属遠隔医療推進開発研究センターを設置
　　　　　　 ６月 輸血部を輸血細胞治療・移植再生医療センターへ名称変更
　　　　　　 ７月 ひと街づくり研究所（寄附研究部門）を設置
 東サラエボ大学と部局間交流協定締結

◎個人からのご寄附
　個人からのご寄附につきましては、２,000円を超え
る部分について当該年度所得金額の40％を上限に当
該年度の所得金額から控除されます。

　所得税の軽減額＝（寄附金額※1－2,000円）×所得税の税率
※1　総所得額の40％を限度

　個人住民税については、都道府県・市町村が条例
で秋田大学を指定している場合、２,000円を超える部
分について税額控除されます。

　個人住民税の軽減額
　　●県民税 ＝（寄附金額※2－2,000円）×４％
　　●市民税 ＝（寄附金額※2－2,000円）×６％

◎法人からのご寄附
　法人からのご寄附につきましては、法人税法上の全

額損金算入を認められる寄附金として財務大臣から

指定されております。従って、ご寄附いただいた寄附

金は、法人の所得から控除され、税法上の優遇措置を

受けることができます。

◇個人および法人の方には、寄附金に対する税

法上の優遇措置（減免税）の手続きに必要な

領収証を送付します。

個人情報の取扱いについて

寄附金の税法上の取扱

※2　総所得額の30％を限度


